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2-3 化学物質の定義 

 「化学物質」の定義は、化学物質が様々な部分に含有され、多くの形態をもつことから、その表現は大変

難しいものです。そのため、大学によって化学物質の定義が異なります。熊本大学では、以下のように定義

されています。 

 

規則第３条（定義） 

（１）化学物質 薬品(試薬、医薬品及び化学薬品をいう。)及びそれらの混合物(それぞれ一般の生活に供

するもの、感染性を有するもの、放射性物質及び病院の薬剤管理システムで管理されているものを除

く。)並びに高圧ガスをいう。 

 

教育・研究などにおいて、試薬メーカーなどから購入した高純度の化学物質が主な対象であり、その混

合物も対象となっています。また気体である高圧ガスも化学物質として定義されています。 

 


